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公式LINEに登録してね

今月のテーマ

火災保険の申請代行

事 例 ・業者が突然訪ねてきて「軒先が壊れています。雪害による
ものだと思われるので、火災保険を使って直せますが…。」と
言われた。

・雪が降る前から壊れていたというと、「自己負担なしで修
理できるよう申請してあげます。」と言われたので、契約した。

・これでは屋根の修理代に足りないので、業者に「解約した
い」と伝えると、「違約金として保険金の50％が必要」と言
われた。

・契約書には、調査に５万円、申請サポートの報酬として
保険金の45％となっていた。
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➋ うその理由で保険金請求すると、詐欺に該当するおそれがあります。

➊ 火災保険金の申請は、自分でできます。
契約している保険会社に問い合わせしましょう。

➌ クーリング・オフ制度が利用できます。
訪問販売等で契約した場合、契約書面等を受け取った日から8日間はクーリング・
オフできます。

クーリング・オフ制度については以下を参照ください。
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

経年劣化の修理は火災保険の対象外です。虚偽の理由で保険金を請求すると、
保険金詐欺に該当する場合もあります。
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